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【注 意】 

○事前に「e-Rad（府省共通研究開発管理システム）」へ「研究機関の登録」「研究者の登録」を行 っ

たうえで、「応募基本情報」を申請することが必要となります。 

※e-Rad への「応募基本情報」申請を行っていない場合は、本事業への提案ができませんので、

ご注意下さい。e-Rad への登録手続きには通常２週間以上の期間を要しますので、余裕をもって手

続きを行ってください。 

○本公募要領は、下記ホームページにも掲載します。（提案書類様式をダウンロードできます。）

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html 
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【事業概要】 

１．目的 

本事業は、地域の中小企業を中心に、大学等（大学及び高等専門学校（以下、「高

専」という））、公的研究機関等が共同で実施する、実証研究（実用化技術の実証又

は性能評価等）を支援します。 

これにより、中小企業者を始めとする産学官の技術や資源を最適に組み合わせた

産学官連携体制の構築を通じて地域発の優れた実用化技術の事業化を促進し、新事

業の創出に資することを目的とします。 

※「大学及び高専」は、本公募要領で「大学等」と記載します。 

 

２．補助対象事業（全ての要件を満たすことが必要です。） 

（１）補助事業終了後、２年以内に「事業化」に結びつく実証研究であること。 

（２）中小企業者と大学等による産学連携体制で取り組む実証研究であること。 

（３）「研究要素」を含む実証研究であること。 

「研究要素」とは、事業化に必要な技術課題の解決に向けて、開発、試験又は分析

等を行い、その結果を踏まえて実用化技術の製品化、製品の改良等を実施するこ

とを言います。 

※本事業でいう「事業化」とは、目的とする製品等が市場に供給されることをいう

ものとし、当該製品等が販売されたことをもって事業化とみなします。 

※補助事業期間内に実証研究を実施する事業であれば、実用化研究の実施は可能で

す。 

※研究体に参加する大学等の役割が単なる試験、分析のみは対象外です。 

 ※研究分野は問いません。（但し、次頁の＜対象外のもの＞を参照。） 

 

＜具体的な研究イメージ例＞ 

 ○既に試作品が完成していたり、基盤となる技術が確立しており、市場導入前に、

大学等の技術や知見、ノウハウ等を活用して、有効性、信頼性、耐久性、経済性

等の実証・評価等を行うもの（事業期間１年を想定） 

○大学等の技術や知見、ノウハウ等を活用し、中小企業と協力し、事業化に向けて課

題解決に取り組むもの（事業期間２年を想定）   
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＜対象事業となる研究フェーズのイメージ＞ 

 

 

 

＜対象外のもの＞ 

○既に経済産業省その他の省庁（所管する独立行政法人等の外郭機関を含む）の実施

する実証研究制度・事業に応募中の案件と同一の研究内容 

○農林水産物の栽培方法等のみに係る開発、ヒトクローンに関する研究開発、臨床試

験（前臨床試験を除く。）を伴う研究開発、原子力に関する実証研究等 

 

３．補助事業者 

補助事業者となるには、２．補助対象事業の要件を満たした事業を実施し、４．研 

究体の要件を満たす研究体を組織することが必要です。申請方式は、代表申請方式か、

連名申請方式を選択することができます。 

○「代表申請方式」 

中小企業者が代表して申請を行います。 

その場合、下記の条件を満たすことが必要です。 

・大学もしくは高専が、共同研究／委託契約により研究体に参加 

（イメージ図） 

 

 

 

 

基礎研究 実用化研究 実証研究 事業化 

対象事業
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 ○「連名申請方式」 

研究体に含まれる複数の者が連名で申請を行います。 

その場合、（ケース１）か、（ケース２）のいずれかであることが必要です。 

（ケース１） 

・補助事業者のうち、１者は中小企業 

・大学もしくは高専が共同研究／委託契約により研究体に参加 

（ケース２） 

・補助事業者が、中小企業と、大学もしくは高専 

 

（イメージ図） 

 
 

 

 

※補助事業者との共同研究／委託／外注契約により研究体に参加する場合、中小企業者

以外からでも構いません。 
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４．研究体の要件  

※以下の（１）～（９）を全て満たすことが必要です。 

（１） 研究体に参加する者が日本国内の法人格を有していること。 

（国及び地方公共団体の試験研究機関等は除く。） 

（２） 研究体に参加する者が、中小企業者、大企業、技術研究組合、大学、高

専、公的研究機関等のいずれかであること。（詳細は、別表１（１２頁）） 

（３）補助事業を的確に遂行できる財務的健全性を有していること。 

（補助事業期間中の立替払が可能であること。） 

  （４）プロジェクトマネージャー（以下、「ＰＭ」という）を置くこと。 

（詳細は、別表２（１５頁）） 

（５）統括連絡担当者を置くこと。 

※総括連絡担当者とは、補助事業者である企業等に所属し、経理処理を含め

て総括的に研究体内の調整・とりまとめを行い、国との総合的な連絡窓口

となる者をいいます。 

（６）中小企業者を１者以上含むこと。 

（７）大学等を１者以上含むこと。（外注契約での研究体参加はできません。） 

（８）研究体に参加する者は、補助事業者との間で共同研究契約、委託契約又は外

注契約を締結すること。 

（９）補助事業者と補助事業者以外の研究体の受け取る補助金額の割合について以

下の要件を全て満たすこと。 

（ⅰ）中小企業者が受け取る金額が補助金額総額の「１／２」以上であること。 

(ⅱ)中小企業者と大学等が受け取る金額の総額が補助金額総額の「２／３」

以上であること。 

 

５．補助事業期間 

２年以内 

※補助事業期間２年を選択した場合、２年目（平成２６年度）の交付決定は、平

成２５年度中に実施する中間審査（事業進捗状況、平成２６年度の事業計画に

ついて評価）で、継続実施が認められた後に行います。 
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６．補助金の額 

１年目（平成２５年度）：３００万円以上３，０００万円以下 

２年目（平成２６年度）：３００万円以上２，０００万円以下（予定） 

   ※２年目の補助金の額は、中間評価で継続実施が認められた場合の金額です。平

成２６年度の予算措置がなされなかった場合、もしくは予算額が縮小された場

合は、補助金額の設定を変更する可能性があります。 

 

７．補助率及び補助対象経費 

 

補助対象経費 

補助率 
補助対象 

経費の区分 
内容 

（１）評価・実証研究費 

①機器設備費 

②消耗品費 

③外注費 

④旅費 

２／３以内 

（２）労務費 

①研究員費 

②補助員費 

③業務推進員費 

（３）共同研究費 共同研究費 

（４）委託費 委託費 

（５）間接経費 （補助事業者に係る）間接経費 

（６）諸経費 
上記の各経費のほか、補助事業の実施に当たって

経済産業局長等が特に必要と認める経費。 

※補助対象経費の詳細な説明は別表３（１６頁）を参照してください。 

（１）評価・実証研究費 

  ①機器設備費 

―機器・設備等、その他備品の製作、購入、改良、加工や、既存設備の移設に

要した経費。 

  ②消耗品費 

―事業の遂行に必要な材料、部品、消耗品等の製作又は購入に要した経費のう

ち、取得価格１０万円未満（税抜き）、または使用可能期間が１年未満の経

費。  
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③外注費 

―補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについ

て、他の者に外注するために必要な経費（請負契約）。 

仕様書において、実施内容を具体的に指示できる試験、分析及びそれに類す

るものに限ります。 

    ＜例＞機器・設備等や原材料等の設計・製造・改造、試料の製造・分析鑑定等 

 

④旅費 

―事業の遂行に必要な旅費及び滞在費。 

（２）労務費 

    ①研究員費 

    ―補助事業に直接従事した研究者等の労務費。 

②補助員費 

―補助事業に直接従事したパート等の補助員の労務費。 

補助員とは、研究員の指示を受け、研究の補助を行う者をいいます。 

③業務推進員費 

―補助事業の進捗状況管理や、研究体の参加者等で構成する委員会の運営等に

従事する者の労務費（補助事業のうち、研究員費及び補助員費以外の業務に

係るもの）。 

＜例＞委員会の調整、開催、専門家招聘の調整、進捗状況管理等、補助事業

を円滑に推進する上で必要とされる業務一般 

（３）共同研究費 

―補助事業者が、他の補助事業者又は補助事業者との共同研究契約により補

助事業に参加する者（以下、「共同研究先」という。）との間で、共同研究

を実施するために要する経費。 

※共同研究とは、補助事業者に所属する研究者と共同研究先に所属する研究者が、

共通の課題について、共同して（分担して）研究を実施することを言います。 

※本公募要領の補助対象経費とされている経費のみ計上できます。 

※ただし、機器設備費については、計上できる場合とできない場合があります。 

（４）委託費    

―補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについ

て、他の者（以下、「委託先」という。）が実施するために要する経費（委任

契約又は準委任契約）。 

※補助事業者間の委託費の計上は認めません。 

※本公募要領の補助対象経費とされている経費のみ計上できます。 
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※ただし、機械設備費は計上することは認められません。 

（５）間接経費 

  ―補助事業の実施に伴い必要な経費として、直接経費（評価・実証研究費、労務

費、諸経費）の３０％を上限に計上できる経費 

※委託費について、一般管理費を計上した場合、間接経費の計上はできません。 

（６）諸経費 

―上記、（１）～（５）の各経費のほか、補助事業の実施に当たって特に必要

と認める経費。 

 ＜例＞ 

○技術導入にかかる費用（外部からの技術指導や知的財産権の導入に要す

る経費） 

○事業の進捗、事業化計画等に関して指導・助言等を受けるために招聘し

た産業支援機関・専門家等に対する諸謝金、旅費 

○文献購入費 

○機器等のレンタル・リース料 

○特許権取得関連費（一部の経費を除く。詳細は、別表２（２０頁）） 

○ソフトウェア購入費用 

○ソフトウェアライセンス料 等 

 

８．採択審査 

（１）審査方法 

   採択案件の選定は、公募要件（「２．補助対象事業」（１頁）、「３．補助事業者」

（２頁）、「４．研究体の要件」（４頁））を満たしている提案について、学識経験

者等から成る審査委員会を経済産業省に設置して審査を行います。審査の途中経

過等に関する問い合わせには応じることはできません。 

＜書面審査について＞ 

      提案書類に基づいて書面審査を実施します。必要に応じて提案の詳細に関す

る追加資料を求める場合があります。 

   ＜審査委員会について＞ 

       必要に応じて、審査委員会にて事業者ヒアリング等を求める場合がありま

す。詳細は、経済産業局等を通じてお知らせします。 

（２）審査項目 

   次の審査項目について評価し、総合的な審査を行います。各審査項目の着眼点、

ポイント等は別表４（２３頁）を参照してください。 
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（審査項目） 

① 基本的事項 

イ 補助事業者の実施体制は整備されているか 

ロ 財務的健全性を有しているか 

ハ 補助対象経費は妥当か 

ニ 研究体構成メンバーは適切か 

② 技術（研究内容）評価 

イ 研究課題・目標が適切か 

ロ 実用化技術は新規性・先端性のいずれかを備えたものか 

ハ 研究体制は適切であり、効果的な産学官連携体制が構築されているか 

ニ 補助事業計画、補助事業期間、予算は適切か 

③ 事業化評価 

イ 事業化体制が妥当であり、経営資源を有しているか 

ロ ＰＭの事業化支援能力は妥当か 

ハ 事業化計画は具体性・妥当性を有するか 

ニ 市場ニーズの把握・想定している市場は妥当か 

④ 地域産業政策評価 

イ 地域経済への波及効果や、地域における強み等の活用が期待できるか 

ロ 継続的・発展的な産学連携活動が期待できるか 

 

９．採択結果の通知等 

（１）採択結果（採択又は不採択）の通知 

６月末（予定）に、提案書類を提出した経済産業局等から通知します。 

また、採択となった案件は、原則として、研究体の参加者名、事業テーマを公

表します。 

（２）交付申請手続きについて 

採択された場合、採択通知日以降、別途、交付要綱に基づき、補助金の交付

に係る申請手続きを行っていただきます。（採択通知日が交付決定日ではあり

ません。） 

※採択された場合であっても、審査の結果、提案の内容、実施体制等に関し、

条件を付けたり、予算の都合等により補助金交付申請額から減額されて交付決

定される場合があります。 
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１０．応募手続き 

（１）受付期間 

    平成２５年４月２２日（月）から平成２５年６月３日（月）［１７時必着］ 

（受付時間 １０：００～１２：００、１３：３０～１７：００） 

※電子メール、FAX による提出は受け付けません。 

※郵送の場合は、配達等の都合で締切時刻までに届かない場合がありますので、

期限に余裕を持って送付してください。 

※e-Rad（府省共通研究開発管理システム）の登録について 

e-Rad（府省共通研究開発管理システム）」の登録が必要です。e-Rad の登録手

続きには通常２週間以上の期間を要しますので、余裕を持って手続きを行って

ください。e-Rad の詳細及び登録方法等については、参考資料「1. e-Rad（府

省共通研究開発管理システム）の研究機関及び研究者の事前登録について」（66

頁）を参照してください。 

（２）提案書類の提出方法について 

     受付期間内に、提案書類様式(28 頁～)の書類等を提出してください。 

    提出方法は、別表５（25 頁）を参照してください。 

（３）提出先及び問い合わせ先 

※提案書類の提出及び本事業に関する問い合わせは、主たる実証研究実施場所を

所管する経済産業局等で受け付けます。 
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＜提案書類の提出及び問い合わせ先（経済産業局等）＞ 

名称及び担当課 所在地ＴＥＬ 所管する都道府県名

北海道経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

技術企画室 

〒060-0808 

札幌市北区北 8 条西 2 丁目 

札幌第１合同庁舎 

Tel:011-709-5441 

北海道 

東北経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒980-8403 

仙台市青葉区本町 3-3-1 

仙台第１合同庁舎 

Tel:022-221-4897 

青森、岩手、宮城、

秋田、山形、福島 

関東経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒330-9715 

さいたま市中央区新都心１－１ 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

Tel:048-600-0237 

茨城、栃木、群馬、

埼玉、千葉、東京、

神奈川、新潟、 

長野、山梨、静岡 

中部経済産業局 

地域経済部 

産業技術・人材 
・情報政策課 

〒460-8510 

名古屋市中区三の丸 2-5-2 

Tel:052-951-2774 

愛知、岐阜、三重、

富山、石川 

近畿経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒540-8535 

大阪市中央区大手前 1-5-44 

大阪合同庁舎１号館 

Tel: 06-6966-6017 

福井、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、

和歌山 

中国経済産業局 

地域経済部 

次世代産業課 

〒730-8531 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎２号館 

Tel:082-224-5680 

鳥取、島根、岡山、

広島、山口 

四国経済産業局 

地域経済部 

産業技術課 

〒760-8512 

高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁舎 

Tel:087-811-8518 

徳島、香川、愛媛、

高知 

九州経済産業局 

地域経済部 

技術企画課 

〒812-8546 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎 

Tel:092-482-5462 

福岡、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、

鹿児島 

内閣府沖縄総合 

事務局経済産業部 

地域経済課 

〒900-0006 

那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第２地方合同庁舎２号館 

Tel:098-866-1730 

沖縄 
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（別表１） 

研究体の要件 

 

１．研究体参加者について 

研究体に参加者できる者は、以下のとおりです。 

○中小企業者 

○大企業 

○技術研究組合 

○大学、高等専門学校（以下、「高専」という。） 

○公的研究機関等 

（１）中小企業者は下記の者をいいます。 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者 

○中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定

する中小企業団体及び特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、

その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が中小企業基本法第２条に規

定する中小企業者である団体（みなし大企業（※）を除く。） 

 

【参考】中小企業基本法における中小企業者の定義 

業種分類 中小企業基本法の定義 

製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 

卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 

小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常

時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 

サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常

時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 

中小企業者の定義についての詳細（よくあるご質問等）は中小企業庁のホームページをご覧

ください。中小企業者の定義に関するページのＵＲＬは下記のとおりです。http://www.ch

usho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

 

※この公募要領で「みなし大企業」とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいいます。 

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

②発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中

小企業者 
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（２）大企業とは、下記の者をいいます。 

○会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項に規定する会社であって、中小企業

基本法に規定する中小企業者以外の者 

○ただし、次に掲げる者については、大企業として取り扱いません。 

①中小企業投資育成株式会社法（昭和３８年法律第１０１号）に規定する中小企業投

資育成株式会社 

②投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第９０号）に規定する投

資事業有限責任組合 

 

（３）技術研究組合とは、下記の者をいいます。 

○技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）第２条第１項に規定する者 

 

（４）公的研究機関等とは、下記の者をいいます。 

○大学共同利用機関 

○独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの 

○国及び地方公共団体の試験研究機関等 

○公益社団法人 

○公益財団法人 

○一般社団法人 

○一般財団法人 

○特例民法法人 

 

２．補助金額の割合要件について  

 

 

 

 

 

 

この要件は委託費、共同研究費等を除いた中小企業自身の事業費、大学等の事業費、それ以外

の研究体参加者の事業費の割合を確認するためのものです。 

そのため、補助対象経費のうち補助事業者が受け取る委託費は委託先の事業費、共同研究費は

共同研究先の事業費とします。外注費については、研究体参加者の外注費は外注先の事業費、研

究体参加者以外の外注費は補助事業者の事業費とします。 

この要件を満たすかどうかは、補助対象経費の額の割合で確認します。 

 

～【事業概要】４．研究体の要件（９）～ 

（９）補助事業者と補助事業者以外の研究体の受け取る補助金額の割合について以下の要件を全て満たすこと。

（ⅰ）中小企業者が受け取る金額が補助金額総額の「１／２」以上であること。 

(ⅱ)中小企業者と大学等が受け取る金額の総額が補助金額総額の「２／３」以上であること。 



 

14  

＜例＞代表申請で、補助事業者が中小企業Ａ、研究体に大学（共同研究契約）、公設試（外注契

約）、中小企業Ｂ（委託契約）が参加する場合（補助対象経費 3,000 万円、補助金額 1,999 万円） 

 

 

＜補助金の割合要件チェック＞ 

補助対象経費の合計額×１／２（円） 中小企業の受け取る金額 チェック 

 
15,000,000 

（Ａ） 
23,000,000 

○ 

補助対象経費の合計額×２／３（円） 中小企業、大学、高専の受け取る金額 チェック 

 
20,000,000 

（Ａ）＋（Ｂ） 
25,000,000 

○ 

 

 

 

補助対象経費の区分 

補 助 対 象 経

費（円） 

補助金の受け取り先 

（受け取り先の該当箇所に金額を記載）

中小企業 大学、高専 中小企業、大

学、高専以外

① 評価・実証研究費 

（外注費を除く） 

13,000,000 13,000,000  

外注費（研究体参加者） 5,000,000  5,000,000

外注費（研究体参加者以外） 2,000,000 2,000,000  

②労務費 0  

③諸経費 0  

小計 20,000,000  

④委託費 2,000,000 2,000,000  

⑤共同研究費 2,000,000 2,000,000 

⑥間接経費 6,000,000 6,000,000  

合計 
30,000,000 （Ａ） 

23,000,000

（Ｂ） 

2,000,000 5,000,000
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  （別表２） 

ＰＭについて 

 

１． プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 

（１）ＰＭの役割 

①事業全体の方針決定、工程管理 

②事業化を念頭に置いた取り組み（競合技術・市場動向の調査分析や知的財産戦略、普及・

標準化戦略、販路開拓等の検討など）の効果的な実施 

③上記の取組結果を当該実証研究計画に反映させるなど、プロジェクト全体の進捗管理や実

証研究資源の再配分 

④フォローアップ調査及び事業化にかかる成果報告（補助事業終了後５年間にわたる。） 

 

（２）ＰＭに求められる能力 

①高い事業管理能力を有し、研究実施者等と連携しつつ、強力なリーダーシップを発揮でき

ること。 

②実証研究の実施についてマネジメントを行うに相応しい高い研究上・技術上の見識と管理

能力を有していること。 

③上記②に加え、実証研究成果の事業化における資金調達及び販路開拓等について、高い見

識やノウハウを有しており、事業化の観点から当該プロジェクトを牽引する能力が期待で

きること。 

④事業化の観点から当該実証研究の最適化及び実証研究終了後の事業化を推進するための体

制・環境の整備を行うことができる者であること。 

※これらの能力については、提案書類の別紙５「研究体参加者及びプロジェクトマネージ

ャーの概要」（40 頁）の「プロジェクトマネージャー（ＰＭ）の経歴書」）において、十

分に説明していただきます。 

 

（３）ＰＭの資格要件 

①事業化を担う企業等に所属している者で個人（自然人）であること。（原則） 

②当該プロジェクトのマネジメントに必要かつ十分な時間を充てることができる者。 

  ※従って、以下の者はＰＭに適さないとみなします。 

           ・長期出張により、長期間研究が実施できない場合及び異動・定年退職等により所属企業・

団体を離れることが確実である者 

・一時的に本プロジェクトのために外部から登用・招へいされた者 
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（別表３） 

補助対象経費について 

 

○補助率は、補助対象経費の区分ごとに２／３以内です。 

（連名申請方式の場合は、補助事業者ごとに補助対象経費の区分の２／３以内です。） 

○補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって

金額等が確認できるものです。 

○補助対象経費として認められるものは、交付決定日以降に着手する事業（発注を含む）

に必要となる経費です。 

○補助事業者及び実質支配下にある企業から調達並びに自社製造する場合は、利潤を含め

ることができません。 

 

補助対象経費 

補助率 
補助対象 
経費の区分 

内容 

（１）評価・実証研究費 

①機器設備費（※１） 

②消耗品費 

③外注費（※２） 

④旅費（※３） 

２／３以内 

（２） 労務費（※４） 

①研究員費 

②補助員費 

③業務推進員費 

（３）共同研究費 共同研究費（※５） 

（４）委託費 委託費（※６） 

（５）間接経費 （補助事業者に係る）間接経費（※７） 

（６）諸経費 
上記の各経費のほか、補助事業の実施に当たって経済産業局

長等が特に必要と認める経費。（※８） 

 

１．補助対象経費に関する説明 

 （※１）機器設備費 

○製作、購入 

取得価格が１０万円以上（税抜き）のものであって、かつ使用可能期間が１年

以上のものが該当します。 
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○改良・加工 

機器・設備等と一体で捉えられるものであって、当該処理がなければ機器・設

備等の動作に著しく弊害が出るもので、軽微なものに限ります。 

○既存設備の移設 

補助目的を達成する上で新規に導入する設備と合わせて使用する必要がある場

合認めます。ただし、移設に係る経費が、既存設備と同等の新たな設備の導入に

係る経費に比べて経済的合理性がある場合に限ります。 

○機器設備費にて購入又は製作した機器・設備等の管理 

・購入した補助事業者が一切の管理責任を負うものとします。 

・補助事業者が購入した機器・設備等を、研究体内の補助事業者以外の参加者が

所有する場所へ設置し、使用することは可能ですが、補助事業者が使用者に対

して機器・設備等の使用を管理する帳簿を具備させる等を行ってください。 

○取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上（税抜き）の機器・設備等 

中小企業経営支援等対策費補助金（地域中小企業イノベーション創出補助事業）

交付要綱（以下、「交付要綱」という。）第１９条及び第２０条に基づき、補助事

業の完了後においても管理の義務や財産としての処分制限が課せられます。 

 

（※２）外注費 

○研究体参加者と外注契約を結ぶ場合について 

・外注内容及び金額等を明記した契約書を交わしてください。 

・交付決定時又は補助事業終了後の補助金額確定の際に、その金額の妥当性等（経

費の内訳等を含む）について説明又はその内容を記載した書面の提出を求める場

合があります。その金額が、当該研究体参加者が通常設定している価格に比して

著しく割高である等、妥当でないと判断される場合は、当該外注費について、交

付決定又は補助金額の確定時に減額することがあります。 

○外注ができないものについて 

実施内容や成果物等について創意工夫、検討が必要であり、仕様書において実施

内容を具体的に指示できない研究要素（事業化に必要な技術課題の解決に向けた開

発、試験、分析結果等を踏まえた製品化、製品の改良等）は、外注できません。こ

れらの内容について補助事業者以外の研究体参加者に実施させる場合は、共同研究

契約又は委託契約としてください。 

なお、補助事業者間での外注契約に係る費用は、計上できません。 

（※３）旅費 

○旅費を計上する場合の注意点 

・当該企業、大学等又は公的研究機関等の旅費規程等により算定された経費である
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ことが必要です。 

・航空機を利用した場合は、領収書及び搭乗半券等が必要です。 

・社用車、自家用車、レンタカーの利用に係る諸経費（ガソリン代、高速料金、駐

車料金等）は、補助事業者の旅費規程等で認められている場合に限ります。 

・タクシー利用に係る経費は、他に交通の便がない又はバスの運行数が少ない等、

補助事業の実施に著しく支障を生じる場合に限ります。なお、タクシーを利用し

た場合は、利用理由及び領収書等が必要です。 

・普通席料金以外の鉄道賃及び航空賃は認められません。（グリーン料金（Ａ寝台も

これに準ずる）、航空賃等のファーストクラス料金等） 

 

 （※４）労務費 

    ○労務費単価について 

原則、健康保険等級（参考資料「２．地域中小企業イノベーション創出補助事業

における労務費の計算に係る実施細則」68 頁）に基づいて算定することとします。 

①研究員費について 

私立大学を除く大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人、地方

独立行政法人、国及び地方公共団体の試験研究機関等においては、本事業実施

のためだけに雇用した研究者等を除き、計上できません。 

   ②業務推進員費について 

補助事業に係る経理処理等の事務を行う者に係る労務費は、業務推進員費の対

象となりません。 

（※５）共同研究費 

○共同研究費の計上について 

・機器設備費の計上については、下記の違いがありますので、注意してください。 

補助事業者である共同研究先・・・機器設備費の計上可 

補助事業者ではない共同研究先・・・機器設備費の計上不可 

・補助事業者と共同研究先とで費用を分担する場合は、補助事業者が負担している部

分のみが補助対象です。 

・共同研究費の内訳は、経費明細書を作成する必要があります。 

・共同研究費に計上する各経費についての考え方は、原則として、補助事業者におけ

る各経費の考え方と同一とします。（機器設備費を除く。） 

○共同研究の締結にあたって 

共同研究内容・共同研究費（共同研究の金額）を具体的に明記した契約書（共同

研究契約書）を交わす必要があります。また、原資が補助金であることから、共同

研究先の経理については直接補助金を受ける補助事業者と同様の処理が必要であり、
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補助事業者から共同研究先に対する支払額を確定する場合には、補助事業者が共同

研究先の各種帳票類を確認しなければなりません。 

○共同研究により生じた成果物（知的財産権等を含む） 

補助事業者に帰属させることを基本としますが、それでは共同研究先との契約が

困難（例：大学等、公的研究機関等の契約方針等で知的財産権の取扱が決まってい

る）であり、かつ補助事業の目的を達成するには当該機関と契約することが必要な

場合は、成果の一部又は全部について補助事業者に帰属させない内容とすることが

できます。ただし、成果の一部が補助事業者に帰属しないことにより、事業化に支

障が出ることのないようにしてください。 

 

（※６）委託費 

○委託費の計上について 

・委託費の内訳について、経費明細書を作成する必要があります。 

・委託費に計上する各経費についての考え方は、原則として補助事業者における各経

費の考え方と同一とします。（機器設備費、一般管理費を除く。） 

○一般管理費について 

実証研究以外の業務のみを委託する場合は、委託先において諸経費として計上す

ることを認めます。 

※一般管理費の上限は、委託先の直接経費の１０％とします。 

※直接経費とは、本事業実施のために必要な評価・実証研究費、労務費、諸経

費（一般管理費を除く）をいいます。 

○委託契約の締結にあたって 

委託研究の内容、金額を具体的に明記した契約書を交わす必要があります。また、

原資が補助金であることから、委託先の経理については直接補助金を受ける補助事

業者と同様の処理が必要であり、補助事業者から委託先に対する支払額を確定する

場合には、補助事業者が委託先の各種帳票類を確認しなければなりません。 

○委託研究により生じた成果物（知的財産権等を含む） 

補助事業者に帰属させることを原則とします。ただし、委託先が大学等、公的研

究機関等である場合であって、当該機関の有する内部の契約方針等（本事業のため

だけに策定された場合を除く）により、成果物を補助事業者に帰属させることが困

難なときは、当該機関と契約しなければ補助事業の目的を達成できない場合に限り、

委託先の契約ルールにそって、成果物の一部又は全部を補助事業者に帰属させない

内容とすることができます。ただし、成果の一部又は全部が補助事業者に帰属しな

いことにより、事業化に支障がでないようにしてください。 
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 （※７）間接経費 

  ○間接経費執行実績報告書（様式は交付決定後に提供します。） 

補助事業終了年度の翌年度６月３０日までに、交付決定を行った経済産業局等に

提出していただきます。 

○研究体参加者の間接費計上について 

・補助事業者との共同研究契約又は委託契約により研究体に参加する者は計上でき

ます。 

・当該研究体参加者の直接経費の３０％を上限に、共同研究費又は委託費の内訳と

して間接経費を計上することができます。 

・補助事業者が当該研究体参加者の作成した執行実績報告書を取りまとめて経済産

業局等に提出する必要があります。 

※間接経費の執行にあたっては、参考資料「５．競争的資金の間接経費の執行に係る

共通指針（83 頁）」に基づき、補助事業者の長の責任下で、使途の透明性を確保し、

適切な執行を行ってください。 

※補助事業に係る経費の帳簿及び支出内容を証する証拠書類又は証拠物を事業終了年

度の翌年度から５年間保管しなければならないこととしており、間接経費の執行に

あっても、事業終了の翌年度から５年間証拠書類又は証拠物を保管（合算使用の場

合は算出基礎の作成・保管）しなければならないことにご留意ください。 

 

（※８）諸経費 

  ○特許権取得関連費について 

実証研究と密接に関連し、実証研究成果の事業化に当たり必要となる特許権の取

得に要する弁理士の代行手続きや外国特許出願のための翻訳料など、特許の取得

に関連する経費をいいます。ただし、以下の場合は対象になりません。 

・今回の実証研究の成果に係る特許発明でないもの 

・日本の特許庁に納付される特許出願料、審査請求料及び特許料 

・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 

・他の制度により特許権の取得について支援を受けている場合 

２．直接経費として計上できない経費について  

○建物等施設に関する経費（ただし、補助事業の実施にあたり必要不可欠な土地等で

あって、補助事業以外の用途に使用することができないものに係る賃借料は補助対

象経費とすることができる場合がありますので、担当者に御相談ください。） 

○補助事業者として当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、

事務機器等） 

○事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責
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性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合が

ありますので、担当者に御相談ください。） 

○交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったもの。 

○補助事業者が既に所有している転用・代用が可能と認められる機器・設備等。 

○パソコン、プリンタ等の汎用性があるもの。（計測・分析等の機器と一体的に専

用で使用され、据え付けられている等汎用性が無い場合は可。） 

○ＯＳ（ウィンドウズ等）、エクセル、パワーポイント等、汎用性が高いソフトウ 

ェア 

○学会参加旅費及び海外旅費。（事業の遂行に不可欠と認められる場合は可能な場

合があります。） 

○販路・マーケティングに係るアドバイザー等の旅費・謝金。 

○補助事業に係る経理処理等の事務担当者の労務費。 

○補助事業に関して研究業務以外に要した時間の労務費。（補助事業に係る経済産

業局等との事務打合わせ、補助金交付要綱に基づく各種届出書、報告書等の作成

作業、特許出願に係る弁理士との打合せ等） 

○事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料等。 

○郵便料金、電話料金、インターネット利用料金等の通信費。 

※通信に関する製品、技術等に係る実証研究のために要する通信回線のレンタル料、

使用料等であって、他の通信に流用できないもの（実証研究でしか利用できないも

の）については、ここでいう「通信費」にはあたりません。 

○文房具等の事務用品。 

○価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費。 

○金融機関への振込手数料。 

○交付申請書記載の購入予定物品以外に、局の承認を得ずして購入した物品。 

 （外注等により取得した物品も含む。） 

○研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費 

※管理等に必要な経費の例は、参考資料「５．競争的資金の間接経費の執行に係る

共通指針」の「別表１ 間接経費の主な使途の例示」（85 頁）を参照してください。 

○上記のほか、公的な資金の用途として不適切と認められる経費。 

○その他補助事業に要する経費として明確な説明ができない経費。 

３．補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、「消費税等」という。）が含まれている

場合、交付要綱第１７条に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を

求めることになります。 

これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち
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補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除と

した消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告

となり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務

手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外し

て補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれ

があるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

②免税事業者である補助事業者 

③簡易課税事業者である補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法

別表第 3に掲げる法人の補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後

の返還を選択する補助事業者 
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（別表４） 

各審査項目のポイント・着眼点等、配慮事項 

① 基本的事項 ポイント、着眼点等 

イ 補助事業者の実施体制は整

備されているか 

補助事業を実施できる十分な管理能力があり、そのための体制が整備されて

いること。 

ロ 財務的健全性を有している

か 

 

ハ 補助対象経費は妥当か  

ニ 研究体構成メンバーは適切

か 

補助事業を実施するにあたり十分な管理能力や体制が整備されているこ

と。 

② 技術（研究内容）評価 ポイント、着眼点等 

イ 研究課題・目標が適切か 新技術・製品の事業化の観点から、研究の課題・目標が、当該技術分野に

おける研究水準等と比較して適切であること。 

ロ 実用化技術は新規性・先端性

のいずれかを備えたものか 

事業化を目指す実用化技術が、当該製品等の市場において、新規性・先端

性のいずれかを備えたものであること。 

ハ 研究体制は適切であり、効果

的な産学官連携体制が構築さ

れているか 

○各メンバーの役割分担が明確にされており、それぞれの役割を担う者と

して適切なこと。 

○産学官連携体制において、大学等の役割が明確であること。 

ニ 補助事業計画、補助事業期間、

予算は適切か 

○評価・実証研究費等の予算が、補助事業計画等に照らして妥当であるこ

と。また、目標達成までの研究期間と進め方が適切であること。 

○特に、事業期間２年間を選択した場合は、事業計画と事業期間が妥当で

あること。 

③ 事業化評価 ポイント、着眼点等 

イ 事業化体制が妥当であり、

経営資源を有しているか 

事業化体制が妥当であること。また、事業化を担う企業が、補助事業終了

後、事業化に向け十分な経営資源（資金、人材）を有すること。 

ロ ＰＭの事業化支援能力は妥

当か 

ＰＭの経歴等が、補助事業終了後に事業化を推進するために適切と判断さ

れること。 

ハ 事業化計画は具体性・妥当

性を有するか 

事業化計画について、事業終了後２年以内に事業化するための具体的な計

画を有しており、その内容が市場の動向や競争力を踏まえた妥当なもので

あること。 
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ニ 市場ニーズの把握・想定し

ている市場は妥当か 

○市場に存在するニーズを適切に把握していること。また事業化する製品

等がそのニーズを踏まえたものであること。 

○想定している市場について、充分な検討がなされていること。競合の状

況、競合製品に対する価格的、性能的優位性、予想市場規模及び市場占有

率等について具体的に検証がなされ、その内容が妥当であること。 

④ 地域産業政策評価 ポイント、着眼点 

イ 地域経済への波及効果や、地

域における強み等の活用が期

待できるか 

○事業化による当該地域経済の活性化、新事業・雇用創出効果等の経済的

波及効果が見込まれること。 

○研究体の構成メンバーが、当該地域において集積する産業に関連した中

小企業等、大学等、公的研究機関等であり、これまでの集積をうまく活用

した実証研究であり、事業化によりさらなる集積が期待できる。 

○当該地域において経済産業局等や自治体が進めている産業政策との関連

性が深く、事業化にあたっては経済産業局等や自治体からバックアップが

期待される。 等 

ロ 継続的・発展的な産学連携活

動が期待できるか 

補助事業実施により研究体構成メンバーや関連企業・機関による継続的・

発展的な産学連携活動につながることが期待できること。 

 

 
※配慮事項について 

応募案件が、次の項目に該当する場合は、審査にあたり一定の配慮を行います。 

ただし、採択を保証するものではありません。 

① 実証研究の内容が、文部科学省及び経済産業省等が推進する「地域イノベー

ション戦略推進地域」や自治体等が推進する産学官連携構想等との関連性が

ある場合 

② 研究体の参加者が平成２０年度及び平成２１年度に経済産業省が実施した

「産業技術研究開発施設整備費補助金（先端イノベーション拠点整備事業）」、

平成２２年度補正「先端技術実証・評価設備整備費等補助金(技術の橋渡し拠

点施設等整備事業)」、並びに、過去に経済産業省が実施した研究開発事業に

採択され、当該提案に関連性がある場合 
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 （別表５） 

提案書類のとりまとめ方法 

 

１． 提出書類 

※詳細は、２．～５．を参照してください。 

（１） 角２封筒（チェックシート貼付、同封書類等３点を入れる） 

（２） 提案書（様式１、様式２、別紙１～別紙９）：正本１部、副本８部 

※正本・副本は、片面印刷をしてください。 

（３）添付書類 

・提案書様式３「参画確認書」：正本１部、副本８部 

・応募者の概要がわかるもの（パンフレット等）：２部 

・応募者の最新の決算報告書：２部 

・補足説明資料：９部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 角２封筒の準備、封筒に同封する書類等について 

（１）提出書類チェックシートに、テーマ名の記載、チェック欄にチェックをつけてく

ださい。 

（２）（１）のチェックシートを、角２封筒に貼付してください。 

（３）同封する書類等は、下記の３点です。 

 

＜角２封筒に入れる書類等＞ 

○提案書受付通知用はがき（切手貼付又は郵便はがき）：１枚 

○ＣＤ－Ｒ：１枚 

○e-Rad 応募基本情報をプリントアウトしたもの 

（左側に長辺２穴のパンチ穴をあける）：１部 

 

 

 

 

 

チェックシー

ト 
 

  提案書 
事業計画書 

 
正本１部 
副本８部 

 補足説明 
資料 
９部 

提出 

 ・パンフレッ

ト等 
・最新の決算

書 
２部 

添付書類 

  
参画確認書

 
正本１部 
副本８部 

 

チェックシート 
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３．提案書受付通知用はがきの記載方法について 

提案書類を提出した経済産業局等から、提案書受領の通知を行うためのものです。 

（１）下記のとおり記載（手書き可）した、はがき１枚を同封してください。 

（２）受付番号は経済産業局等で記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．ＣＤ－Ｒへの保存するものについて 

 （１）ＰＤＦ形式で保存して下さい。 

（２）ファイルは、下記のファイル名で、保存してください。 

 （３）ＣＤ―Ｒのディスク本体に、テーマ名を記載してください。 

 

＜ファイル名＞ 
【様式１】提案書 
【様式２】事業計画書 
【別紙１】事業化計画表 
【別紙２】事業概念図 
【別紙３】事業実施スケジュール 
【別紙４】研究者一覧表 
【別紙５】研究体参加者及びプロジェクトマネージャーの概要 
【別紙６】配慮事項に係る説明書 
【別紙７】類似提案状況説明書 
【別紙８】経費明細書（平成２５年度分） 

【別紙９】経費明細書（平成２６年度分） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

□□□－□□□□ 
 

統
括
連
絡
担
当
者
に
配
達
可

能
な
住
所 

  
 

氏 

名 
 

様 

（
切
手
貼
付
又
は 

郵
便
は
が
き
） 

 
１．統括連絡担当者の所属
する中小企業等、大学等、
公的研究機関等の名称 
２．事業テーマ名 
  「・・・の実証」 
 
 
 
 
〒000-0000 
経済産業局等の 
住所・名称・担当部署 

受付番号 

テーマ名 
「・・・の実証」 

【様式１】提案書～
【別紙９】経費明細書（平成２６年度分） 
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５．提案書、添付書類について 

（１） 提案書の様式１、様式２、別紙１～別紙９に通し番号を付けてください。 

（様式３は除く。） 

（２） 添付書類はのぞいて、提案書１部ごとに、左上にホチキスで止めてください。 

（３） 提案書、添付書類の左側に長辺２穴のパンチ穴をあけ、こより等で綴じる。 

 

＜提案書・添付書類を揃える順番＞ 

・様式１：提案書 

・様式２：事業計画書 

・別紙１：事業化計画表 

・別紙２：事業概念図 

・別紙３：事業実施スケジュール 

・別紙４：研究者一覧表 

・別紙５：研究体参加者及びプロジェクトマネージャーの概要 

・別紙６：配慮事項に係る説明書 

・別紙７：類似提案状況説明書 

・別紙８：経費明細書（平成２５年度分） 

・別紙９：経費明細書（平成２６年度分） 

・様式３：平成２５年度地域中小イノベーション創出補助事業に係る参画確認書 

・添付書類 

○応募者の概要がわかるもの（パンフレット等） 

○応募者の最新の決算報告書 

○その他補足説明資料 

 

＜ホチキスの止め箇所、パンチ穴のあけ箇所＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  提案書 

 

 

１
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提案書類様式 
 

○【様式１】提案書 

○【様式２】事業計画書 
・別紙１：事業化計画表 
・別紙２：事業概念図 
・別紙３：事業実施スケジュール 
・別紙４：研究者一覧表 
・別紙５：研究体参加者及びプロジェクトマネージャーの概要 
・別紙６：配慮事項に係る説明書（※該当する場合のみ） 
・別紙７：類似提案状況説明書（※該当する場合のみ） 
・別紙８：経費明細書(平成２５年度分) 
・別紙９：経費明細書（平成２６年度分）（※該当する場合のみ） 

 
○【様式３】参画確認書 

（※応募者以外の研究体参加者のみ） 
 

○ 提出書類チェックシート 

 
 
（注） 

応募に当たっては、必ず本公募要領で定める様式（Ａ４）を使用し（各様式の 
枠を広げる・狭めることは可）、指定枚数内で記載してください。 
斜体の青文字で記載してある注意事項及び記載例は、提出時に削除してください。 
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平成２５年度地域中小企業イノベーション創出補助事業提案書 
 

平成  年  月  日 

○○経済産業局長 殿（沖縄県の場合は、内閣府沖縄総合事務局長殿） 

              応募者１ 住 所  
                   団 体 の 名 称 

                   代表者役職・氏名       代表者印 
応募者２ 住 所 

                   団 体 の 名 称 
                   代表者役職・氏名       代表者印 

 
※応募者が３者以上の場合もすべての応募者について記載・押印してください。 
押印がない提案書は受理できませんので、ご注意ください。 

※研究体の代表者が応募を行う場合は、１者のみで構いませんが、その場合は、

様式３「平成２５年度地域中小企業イノベーション創出補助事業提案にかかる参

画確認書」にて押印をしていただきます。 
地域中小企業イノベーション創出補助事業について、下記のとおり提案します。 

 
記 

１．事業テーマ名 

  ※40 文字以内で提案内容を的確かつ具体的に表現し、簡潔で分かり易い名称としてく

ださい。 
２．分野（主分野・副分野）及びキーワード 
１．主分野・副分野 

主分野・副分野一覧表（５６頁）から、主分野（最も重要性の高い分野を１つ）、副分野（主分野に

次いで関連性のある分野を最大３つ）選択し、分野コード（４桁数字）・分野名を記載してください。

主分野 ： 分野コード            分野名             

副分野①： 分野コード            分野名             

副分野②： 分野コード            分野名             

副分野③： 分野コード            分野名             

２．キーワード 
キーワード一覧表（５７頁）から、コード（３桁数字）・キーワードを、関連度の高い順に最大５つ

記入してください。該当するキーワードがない場合、コードを「９９９」とし、任意のキーワードを記

載してください。 
①：コード    キーワード    ②：コード      キーワード     

③：コード    キーワード    ④：コード      キーワード     

⑤：コード    キーワード    

 

様式１ 
受付番号： 
事業期間： １年以内 ・ ２年 
※この欄は経済産業局で記入します。 
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３．事業の目的及び内容（詳細は、様式２「事業計画書」のとおり。） 

  ※150 文字以内で事業の目的、研究内容を要約してください。 
４．事業期間 

  １年以内 ・ ２年 

５．事業実施期間  

※４．事業期間において、２年を希望する場合も、平成２５年度（単年度）の事業実施

期間を記載してください。 
  事業の開始予定日：交付決定日 

  事業の完了予定日： 

６．補助事業に要する経費              円 

   うち（応募者１）の経費            円 

   うち（応募者２）の経費            円 

７．補助対象経費                  円 

   うち（応募者１）の経費            円 

   うち（応募者２）の経費            円 

８．補助金交付申請額                円 

   うち（応募者１）の申請額           円 

   うち（応募者２）の申請額           円 

※６．～８．については、平成２５年度（単年度）の額を記載してください。 
※６．～８．の応募者ごとの内訳は、代表者が応募を行う場合は不要です。 
９．「事業期間２年」の補助金交付申請額 

※４．事業期間について、「事業期間２年」を選択した場合は記載してください。 
事業年度 申請額 

平成２５年度 ※８．で記入した申請額を記載してください。（円） 

平成２６年度（※）    （円） 

総額 （円） 

（※）平成２６年度の補助金交付申請額について 

平成２６年度の補助金交付申請額は、３００万円（下限額）～２，０００万円(上限額)と

します。（次年度の予算状況によって変更する可能性があります。）なお、平成２５年度中

に中間評価を実施し、実施の結果から平成２６年度の補助金交付申請額の精査を行います。 
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事業計画書 

【区分１：基本的事項】 

※枚数の制限はありません。全角・数字は半角可、１行あたり４０文字以内で作成してく

ださい。 

 

１．補助事業の主たる実施場所 

※補助事業の実施場所を記載してください。 

施設の名称： 

所 在 地： 

 

 

２．統括連絡担当者 

※統括連絡担当者は、応募者に所属した者であり、経理処理を含めて総括的に研究体内の

調整・とりまとめに対応する等、国との総合的な窓口を担当する者です。そのため、記入

欄には代表者氏名ではなく、連絡窓口となる担当者の氏名を記載してください。 

所属する企業・大学等・公的研究機関等の名称：株式会社○○ 

氏名  

所属部署・役職  

所在地  

連絡先 Tel： 

Fax： 

e-mail： 

 

３．研究体構成機関及び担当者 

※全ての研究体構成機関を記載してください。（２．の機関を除く） 

研究実施機関 

（機関名） 

担当者役職・氏名 連絡先 

  ※所在地、電話番号、FAX 番号、メ

ールアドレスを記載してください。

   

 

 

   

 

 

   

   

様式２ 
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【区分２：研究内容について】 

※全角・数字は半角可、１行あたり４０文字以内で作成してください。（５枚以内） 

１．事業テーマ名 

※様式１「１．事業テーマ名」と同じ内容を記載してください。 

 

 

２．補助事業を実施する背景・目的等 

※補助事業を実施する背景・目的（社会的課題解決、市場ニーズ等）について記述して

ください。 

 

 

３．事業化を目指す実用化技術の内容、新規性、先端性等 

※補助事業実施後、事業化を目指す実用化技術の概要について説明してください。 

※また、当該分野における国内外の研究開発動向等を踏まえ、本事業で事業化を目指す

実用化技術の新規性、先端性等についても記載してください。 

 

 

４．事業化に向けた課題及び目標 

※事業化に向けて、解決すべき実証や評価に係る研究課題及び目標について記述してく

ださい。 

 

５．研究内容 

サブテーマ１： 

※サブテーマごとに研究体における役割分担を明確にし、研究課題および研究内容を具

体的に記述してください。 

※機器・設備等を使用する場合には、名称、仕様・スペック、必要性、調達方法（購入、

リース等）について記載してください。 

※２年間事業を実施する場合は、年度毎に実施する事業の内容を明確にしてください。

サブテーマ２： 

 

 

 

 

サブテーマ３： 
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６．補助事業で活用する大学等、公的研究機関等が有する技術・知見 

※有する技術が２つ以上ある場合は、下記の表を適宜追加して記載してください。 

 

７．その他、補助事業で活用する技術・知見 

※上記「６．補助事業で活用する大学等が有する技術・知見」以外に、研究体が現に

保有する技術的蓄積について記載してください。（特許等があれば、それについても記

載してください。） 

 

 

【専門用語等の解説】 

※【区分２】で用いた専門用語・略語等について、それぞれ簡潔に（１件最大３００字程

度）解説してください。 

 

８．補助事業の実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学、公的研究機関等の名称 
 

 
有している技術・知見の概要 
 

有している技術・知見と事業化を目指す技術との関係 

 
 
 

○○株式会社【補助事業者】 

＜担当研究項目＞ 

①・・・の実証 

②・・・の分析 

○○大学【補助事業者】 

＜担当研究項目＞ 

①・・・の評価手法の開発 

②・・・の実証 

○○大学【共同研究先】 

＜担当研究項目＞ 

①・・・の評価手法の開発 

 

○○工業技術センター 

【委託先】 

①・・・の分析 
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【区分３：事業化について】 

【区分３】※全角・数字は半角可、１行あたり４０文字以内で作成してください。（５枚

以内） 
※本事業は、「事業期間終了後２年以内で事業化が可能な具体的な計画を有すること」が要

件となっていますので、できるだけ具体的に記載してください。 
 

１．事業テーマ名 

※様式１「１．事業テーマ名」と同じ内容を記載してください。 

 

 

２．事業化実施主体 
※研究体内で実際に事業化を担う者を記載してください。 

 

３．補助事業後、事業化を目指す製品等の概要 

※事業化を目指す製品等（市場に投入しようとしている製品等）について説明してくだ

さい。 
※想定価格（最終販売予定先含む）・特徴を記載してください。複数ある場合は、製品

等ごとに記載してください。 
 
 
 

 
４．市場の動向・競争力 

 
【専門用語等の解説】 

※【区分３】で用いた専門用語・略語等について、それぞれ簡潔に（１件最大３００字

程度）解説してください。 

※市場の特色・動向、事業終了後５年目までの市場規模・応募者のシェアの見込みにつ

いて記載してください。 
※競合が予想される他社の開発動向とそれに対する優位性について根拠を示して説明

してください。 
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【区分４：地域経済への波及効果・産学連携活動について】 

※全角・数字は半角可、１行あたり４０文字以内で作成してください。（３枚以内） 

１．事業テーマ名 

※様式１「１．事業テーマ名」と同じ内容を記載してください。 

 

 
２．地域への貢献、経済的効果等 

①直接的な効果 

※補助事業終了後２年時点の新規雇用者数、製品等売上見込額等、研究体構成メンバー

における直接的な経済効果について説明してください。経済効果の説明にあたって

は、算出の考え方等を記載してください。 

②間接的な効果 

※地域における社会課題解決、経済的波及効果、その他事業化によって地域に貢献でき

ると考える内容について説明してください。 

 

 

 

 

３．産学連携活動・共同研究に係る説明書 

 

 

※本事業申請に至るまでの当該研究分野における研究体構成メンバーの産学連携・共

同研究の取組実績について記載してください。 

（記載例） 

○他の産学連携による研究開発事業で得られた研究成果を活用し、事業化へ向けて引

き続き産学連携体制で本補助事業を実施する 

○（本事業の研究体構成メンバーに限定せず、）関連企業、大学等、公的研究機関等

との産学連携・共同研究活動の取組実績 

○産学連携活動・共同研究によって期待できる波及効果 

【波及効果の例】人材育成や技術の向上・大学等、公的研究機関等との新たな人脈構

築・大学等、公的研究機関等が製品等の事業化に向けた研究を企業とともに取り組む

ことで、企業の信用度や事業化する製品等の信頼性向上が期待できる等 
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事業化計画表 

※補助事業終了後、事業化までの実施スケジュールを記載してください。 
※製品等が複数ある場合は、適宜記載欄を追加して製品等ごとに記載してください。 
 

１．事業化スケジュール 
製品等の名称： 

事業終了後 １年目経過 ２年目経過 ３年目経過 
事業期間１年以内の場合 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

事業期間２年の場合 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

【事業化までの実施項目】 

記載例） 

○追加研究 

○サンプル出荷 

○生産体制の整備（設備投資等） 

○生産 

○販売 

○収益発生 

   

 
 
２．売上見込 
 売上見込： 

売上高（千円） 
売上見込の積算根拠 
（単価、販売数、製品原価等） 

平成２６年度   
平成２７年度   
平成２８年度   
平成２９年度   
平成３０年度   
 

別紙１ 
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事業概念図 
※様式２「事業計画書」【区分２：研究内容】で説明した、補助事業の目的・目標・方法・内容・分担等を分かりやすく視覚的に（図や写真、グラフ等を用いて）

表現したプレゼンテーション資料を作成してください。下記概念図の構成は記載例です。（Ａ４判１枚）。 

 

別紙２ 

テーマ名： 

＜事業化による効果＞ ＜研究内容の目的＞ 

 

 

 

 
＜事業化を目指す実用化技術の概要＞ 

 

 

 

 

 
＜事業化に向けた課題＞ 

＜企業名＞ 

 

＜研究目標＞（サブテーマに対する目標） 

＜大学等、公的研究機関等名＞ 
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事業実施スケジュール 

 

補助事業の開始（予定）年月日： 

補助事業の完了（予定）年月日： 

※様式２「事業計画書」【区分２：研究内容】４．「事業化に向けた課題及び目標」で設定した研究項目（サブテーマ）ごとの実施スケジュールを記載

してください。（１枚以内） 

※研究項目が４つ以上ある場合は適宜記載欄を追加してください。 
※事業期間２年とした場合は平成２６年度まで記載してください。 

研究項目（サブテーマ）

及び担当 
目標 

平成２５年度 平成２６年度 

交付決定～９月 １０月～１２月 １月～３月 上期 下期 

①△△技術の評価手法

の開発 

（○○株式会社） 

 ○○○の調査  

 

○○○の開発 

   

②       

③ 

 

 

 
 

      

別紙３ 
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研究者一覧表 

※応募者、応募者との共同研究契約又は委託契約により研究体に参加する者に所属する研

究者について記載してください。外注契約により研究体に参加する者に所属する研究者は

記載不要です。 

 

研究者の氏名 

（役職） 
研究者番号 研究担当項目 

 

エフォート(％) 

 

所属する中小企業等、大学等、公的研究機関等の名称：株式会社○○ 

経済 太郎 

（技術部次長） 

   

 

 

   

 

 

   

所属する中小企業等、大学等、公的研究機関等の名称：○○大学 

経済 次郎 

（教授） 

   

 

 

   

※エフォート欄には、各研究者の補助事業実施期間の全仕事時間を100％とした場合に対

する当該研究の実施に必要とする時間配分割合（％）を整数で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４
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研究体参加者及びプロジェクトマネージャーの概要 

※すべての研究体構成メンバー（（１）応募者及び（２）応募者との共同研究契約、委託

契約、外注契約により研究体に参加する者）について、概要を作成してください。（参

加者数に応じて、記入欄を適宜追加してください。） 

※事業の概要及び財務状況（最新の決算報告）がわかるパンフレット等（抜粋可）を添

付してください。 

 

（１）応募者の概要 

【中小企業等】 

応募者 

名称  

住所  

代表者の役

職及び氏名 

 中小 

企業者 

※中小企業
者の場合は
○をつけて
ください。 

資本金       百万円 

設立年月日  

従業員数      人 （うち実証研究従事者    人） 

業種及び主

な事業内容 

 

財務状況 

（単位：百

万円） 

※直近２期分

の実績を記載

し て く だ さ

い。 

 ／ ／ 

売上高 

（当期収入合計額） 

  

経常利益 

（当期収入合計額－

当期支出合計額） 

  

当期利益 

 

  

減価償却費 

 

  

繰越利益 

（次期繰越収支差額）

  

研究機関コ

ード 

※e-Rad の研究機関コードを記載してくだい。 

 

別紙５
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【大学等、公的研究機関等】※応募者に大学等公的研究機関等がいない場合は作成不要

です。 

応募者 

名称  

種別 ※以下のいずれかひとつを記載してください。 

国立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、独立行政法人、地方独

立行政法人、国の公的試験研究機関、地方公共団体の公的試験研究機関、公

益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、

その他（具体的に記入） 

 

住所  

 

 

 

代表者の役職及び

氏名 

 

 

実証・評価等に係

る実績 

 

 

 

本事業で利用可能

な設備の名称 

 

 

研究機関コード ※e-Rad の研究機関コードを記載してくだい。 
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（２）応募者との共同研究契約、委託契約、外注契約により研究体に参加する者 
【中小企業等企業】 

研究体への参加方法：共同研究契約  委託契約  外注契約 

※共同研究契約、委託契約、外注契約のいずれかを       で囲んでください。

名称  

住所  

代表者の役

職及び氏名 

 
中小 

企業者 

※中小企業

者の場合は

○をつけて

ください。 
資本金       百万円 

設立年月日  

従業員数      人 （うち実証研究従事者    人） 

業種及び主

な事業内容 

 

財務状況 

（単位：百万

円） 

※直近２期分

の実績を記載

してください。 

 ／ ／ 

売上高 

（当期収入合計額）

  

経常利益 

（当期収入合計額－

当期支出合計額） 

  

当期利益 

 

  

減価償却費 

 

  

繰越利益 

（次期繰越収支差

額） 

  

研究機関コ

ード 

※e-Rad の研究機関コードを記載してくだい。 
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【大学等、公的研究機関等】 

応募者以外の研究体参加者（共同研究先／委託先／外注先） 

※共同研究先、委託先、外注先のいずれかを       で囲んでください。 

名称  

種別 ※以下のいずれかひとつを記載してください。 

国立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、独立行政法人、地方独

立行政法人、国の公的試験研究機関、地方公共団体の公的試験研究機関、公

益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、

その他（具体的に記入） 

 

住所  

 

 

 

代表者の役職及び

氏名 

 

 

実証・評価等に係

る実績 

 

 

 

本事業で利用可能

な設備の名称 

 

 

研究機関コード ※e-Rad の研究機関コードを記載してくだい。 
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（３）プロジェクトマネージャー（ＰＭ）の経歴書 

氏名 
 生年月日

（年齢）

   年  月  日

（   歳） 

① 所属・役職名 

② 最終学歴 
［授与機関］            ［学位］（博士・修士・学士・なし）←○を付す 

［取得年］             ［専攻］ 
③ 略歴 
 
④ ＰＭの適正※記載にあたり、その主張記載内容を裏付ける証拠・根拠を必ず挙げて説明してください。

（ⅰ）ＰＭが有する事業管理能力、研究体におけるリーダーシップについて 
ア）研究体における、ＰＭの事業管理能力及びリーダーシップを発揮することが可能である
ことの説明 
イ）民間企業等で行った事業プロジェクト経歴（３件以内） 
（記入例） 

プロジェクト名 年度 産 官 産  ＰＭ経歴 

① ・ ・・・・の研究 H16～H17 ○  ○ 

② ＊＊＊ ＊ の研究開発 H17～H18  ○  

③     
※該当箇所に○を記載します。PM とは、プロジェクトマネージャーを指します。 

ウ）産学官連携に関する経歴等 

（ⅱ）研究・事業化計画の実施における、研究上・技術上の見識と管理能力について 
 
ア）マネジメントを行うに際しての研究上・技術上の見識と管理能力に関する説明 
イ）研究履歴（企業経験を有する場合、経験年数が分かるように記載してください。） 

ウ）新規技術に関する市場動向の把握、新規技術等の知的財産戦略（特許化、ライセンス許

諾等への関与又はコンサルティング等）、普及・標準化等に関する実績 
（ⅲ）上記（ⅱ）に加え、研究開発成果の事業化における、資金調達及び販路開拓等の高い

見識やノウハウ、事業化の観点から当該プロジェクトを牽引する能力に関する説明 

 

（ⅳ）当該プロジェクトのマネジメントに必要かつ十分な時間を充てることが可能であるこ
との説明 

 

（ⅴ）事業化の観点から当該研究開発の最適化及び研究開発終了後の事業化を推進するため
の体制・環境の整備を行うことができることの説明（あわせてＰＭに就任する決意及び
将来の展開についての説明を記載） 
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配慮事項に係る説明書 

 

※実証研究の内容が、以下の項目と関連する場合は、その内容について具体的に記載する

とともに、参考資料があれば添付書類（その他補足説明資料）として添付してください。

関連する項目がない場合は作成不要です。 

※２枚以内で作成してください。 
※全角・数字は半角可、1行あたり４０文字以内で作成してください。 
 

 

① 文部科学省・農林水産省・経済産業省が進める「平成２５年度地域イノベーション戦

略推進地域」や自治体等が推進する産学官連携構想等との関連性がある場合 

②研究体の構成メンバーが、平成２０年度及び平成２１年度「産業技術研究開発施設整備

費補助金（先端イノベーション拠点事業）」・平成２２年度補正「先端技術実証・評価

設備整備費等補助金（技術の橋渡し拠点施設等整備事業）」並びに、過去に経済産業省

が実施した研究開発事業に採択され、当該事業との関連性がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

別紙６＜該当する場合のみ＞ 
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類似提案状況説明書 

※経済産業省その他の府省（所管する独立行政法人等の外郭機関を含む）の実施する実証
研究事業において、実施済み又は実施中若しくは申請中及び申請予定とされているものの
うち、本提案内容と類似した実証研究内容（同一の研究者の関与、同一の技術シーズを用
いる等）と思われるもの又はその恐れがあるものについては、当該案件ごとに（各１枚以
内で）本提案内容との相違点を説明してください。 
なお、経済産業省で実施する重複調査において、既に採択が決まった他の実証研究制度・

事業との重複申請の疑義が生じた場合、本説明書の提出が無い提案については、重複する
か否かを判断する材料が無いため、その時点で審査対象外となりますのでご注意ください。 
事業名称  

事業主体 

（担当省庁等） 
 

テーマ名  

総括事業代表者 ※ＰＭ等の代表者を選任している場合は氏名を記載してください。 
実証研究メンバ

ー 

※研究体で共同研究を実施する場合はそのメンバーを記載してくださ

い。 

提案額 千円 

事業期間 平成  年 月 日～平成  年 月 日 

実証研究内容  

相違点  

 
 

別紙７＜該当者する場合のみ＞ 
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経費明細書（平成２５年度分） 

 

１．総括表                           （単位：円） 

応募者名 補助事業に 
要する経費 

補 助 対 象 
経     費 

補 助 金 交 付 
申  請  額 

応募者１（       ）    

応募者２（       ）    

合計額    
 

２．経費明細書 

※応募者ごとに作成してください。 

※経費配分内訳について、事業期間２年を選択する場合は、平成２６年度分（別紙９）に
ついても作成していただきます。 

応募者１： 

（１）経費配分内訳                          （単位：円） 

※補助金交付申請額は、補助対象経費の２／３以内の額を記載してください。 
※間接経費については、以下の通り算出します。（（２）経費算出基礎においても同様の算
出方法とします。） 

（Ａ）補助対象経費 
評価・実証研究費、労務費、諸経費（直接経費）の合計額（★）に間接経費率（３０％
を上限とする）を乗じた額とします。 

（Ｂ）補助金交付申請額 
補助対象経費の額（A）に補助率２／３を乗じた額とします。 

※原則、補助対象経費は消費税等を除外してください。ただし、一部の補助事業者は、消
費税を含めて補助金額を算定できます。（詳細は、（別表３）２１頁を参照してください。） 

補 助 対 象 
経費の区分 

補助事業に 
要する経費 

補 助 対 象

経     費

補 助 金 交 付 
申  請  額 備    考 

①評価・実証研究費     

②労務費     

③諸経費     

小計  ★   
④委託費     

⑤共同研究費     

⑥間接経費 （Ａ）と同額 （Ａ） （Ｂ）  

合計     

別紙８
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（２）経費算出基礎  

（ⅰ）①評価・実証研究費、②労務費、③諸経費の算出基礎 

                                   （単位：円） 

補助対象

経費の区

分 

補助金算出基礎／補助事業に要する経費／補助対象経費／補助金交付申請額 

内容 詳細 数量・単価等 補助事業に

要する経費

補助対象 
経費 

補助金 
交付申請額

①評価・実

証研究費 
 

      

小計       

②労務費 
      

小計       

③諸経費 
      

小計       

合計 
   

⑥間接経費 
（①評価・実証研究費、②労務費、③諸経費の合計額の３０％を上限と

する。） 

補助対象

経費と同

額 

  

合計    

 
※原則、補助対象経費は消費税等を除外してください。ただし、一部の補助事業者は、消
費税を含めて補助金額を算定できます。（詳細は、（別表３）２１頁を参照してください。） 
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（ⅱ）④委託費の算出基礎 

委託先：           
（単位：円） 

補助対象

経費の区

分 

補助金算出基礎／補助事業に要する経費／補助対象経費／補助金交付申請額 

内容 詳細 
数量・単価等 補助事業に 

要する経費 
補助対象経

費 
補助金 

交付申請額

評価・実証

研究費 

      

小計       

労務費 
      

小計       

諸経費 
      

小計       

間接経費 
（評価・実証研究費、労務費、諸経費の合計額の３０％を上限

とする。） 

補助対象経費と

同額 

  

合計  
  

※委託先が複数の場合は、委託先ごとに作成してください。 
※研究以外の業務のみの委託先が一般管理費を計上する場合、一般管理費は、間接経費の

欄ではなく諸経費の内訳として記載してください。（その場合、一般管理費は、評価・実

証研究費、労務費、一般管理費を除いた諸経費の合計額の１０％を上限とします。） 
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（ⅲ）⑤共同研究費の算出基礎 
※共同研究者が複数の場合は、共同研究者ごとに作成してください。 
共同研究先：           

（単位：円） 

補助対象

経費の区

分 

補助金算出基礎／補助事業に要する経費／補助対象経費／補助金交付申請額 

内容 詳細 
数量・単価等 補助事業に 

要する経費 
補助対象経

費 
補助金 

交付申請額

評価・実証

研究費 

      

小計       

労務費 
      

小計       

諸経費 
      

小計       

間接経費 
（評価・実証研究費、労務費、諸経費の合計額の３０％を上限

とする。） 

補助対象経費と

同額 

  

合計  
  

 
３．資金調達内訳 

区分 補助事業に要する経費（円） 資金調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

補 助 金   

そ の 他   

合 計 額   

４．補助金相当額の手当方法 

区分 補助金相当額（円） 資金の調達先 

自己資金   

借入金   

その他   

合計額   
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＜参考＞（２）経費算出基礎の記載例 

※記載例では、補助に要する経費は消費税込み、補助対象経費は消費税抜きで計算してい

ます。 
（ⅰ）①評価・実証研究費、②労務費、③諸経費の算出基礎 

補助対象

経費の区

分 

補助金算出基礎／補助事業に要する経費／補助対象経費／補助金交付申請額 

内容 
詳細 

数量・単価等 

補助事業に

要する経費

（消費税込

み） 

補助対象 
経費（消費

税抜き） 

補助金 
交付申請額

評価・実証

研究費 

機器・設備費 ○○分析装置 
○○測定器 

１台／3,000,000 円 
１台／15,000,000 円

3,000,000 
15,000,000 

2,857,142 
14,285,714 

 

消耗品費 ○○用部品 
○○ケーブル 
○○用試薬 

１式／1,767,000 円 
13,500 円×10 本 
１式／3,300,000 円 

1,767,000 
135,000 
3,300,000 

1,682,857 
128,571 
3,142,857 

 

旅費 東京―大阪 
（Ａ大学との研

究打ち合わせ） 
大阪－東京 
（Ｂ社技術指導）

30,000円×2人×3回
 
30,000円 ×2人×1
回 

180,000 
 
 
60,000 

171,428 
 
 
57,142 

 

外注費 
※研究体以外

の外注先が未

定の場合は 
「未定」と記

載 

○○試料分析 
（○○株式会社）

○○部品加工 
（未定） 
 

60,000 円×3 回 
 
6,000 円×10 個 

180,000 
 
60,000 

171,428 
 
57,142 

 

小計    23,682,000 22,554,281 15,036,184 

労務費 

研究員費 研究員2 名 
（補助事業専属）

3,270円×8時間×40
日 
2,400円×8時間×40
日 

1,046,400 
 
768,000 

1,046,400 
768,000 
 

 

補助員費 補助員1 名 
（※直接雇用） 

1,290円×8時間×30
日 

309,600 309,600  

小計    2,124,000 2,124,000 1,416,000 

諸経費 特許権取得費 弁理士代行費用 
 

288,750 円 288,750 275,000  

小計    288,750 275,000 183,333 

小計 
26,094,750 24,953,281 16,635,517 

間接経費 
（評価・実証研究費、労務費、諸経費の合計額の３０％を上限とする。）

7,485,984 7,485,984 4,990,656 

合計 
33,580,734 32,439,265 21,626,173 
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＜補助金の割合要件のチェック＞ 
 

本事業では、補助事業者と補助事業者以外の研究体の受け取る補助金額の割合について

以下の要件を全て満たすことが必要です。 

 

 

 

この要件を満たしているか確認を、下記の表で確認します。 

※詳細は、（別表１）研究体の要件（１２頁）で確認してください。 

 
補助対象経費の合計額×１／２（円） 中小企業が受け取る金額（円） チェック 
 
 

（Ａ）  

補助対象経費の合計額×２／３（円） 中小企業、大学、高専が受け取
る金額（円） 

チェック 

 
 

（Ａ）＋（Ｂ）  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

補助対象経費の区分 

補 助 対 象 経

費（円） 
補助金の受け取り先 

（受け取り先の該当箇所に金額を記載）

中小企業 大学、高専 中小企業、大

学、高専以外 
② 評価・実証研究費 

（外注費を除く） 
    

外注費（研究体参加者）     

外注費（研究体参加者以外）     

②労務費     

③諸経費     

小計     

④委託費     

⑤共同研究費     

⑥間接経費     

合計 
 （Ａ） 

 

（Ｂ） 

 

 

（ⅰ）中小企業者が受け取る金額が補助金額総額の「１／２」以上であること。 

(ⅱ)中小企業者と大学等が受け取る金額の総額が補助金額総額の「２／３」以上であること。
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経費明細書（平成２６年度分） 

※事業期間２年の場合は、作成してください。（現段階で記載できる範囲で構いません。） 

※応募者ごとに、３枚以内で作成してください。 

１．総括表                           （単位：円） 

応募者名 補助事業に 
要する経費 

補 助 対 象 
経     費 

補 助 金 交 付 
申  請  額 

応募者１（       ）    

応募者２（       ）    

合計額    
 

２．経費明細書 

※応募者ごとに作成してください。 

※経費算出基礎等は２６年度の中間審査の際に提出していただきます。 

応募者１： 

（１）経費配分内訳                          （単位：円） 

※補助金交付申請額は、補助対象経費の２／３以内の額を記載してください。 
※間接経費については、以下の通り算出します。（（２）経費算出基礎においても同様の算
出方法とします。） 

（Ａ）補助対象経費 
評価・実証研究費、労務費、諸経費（直接経費）の合計額（★）に間接経費率（３０％
を上限とする）を乗じた額とします。 

（Ｂ）補助金交付申請額 
補助対象経費の額（A）に補助率２／３を乗じた額とします。 

補 助 対 象 
経費の区分 

補助事業に 
要する経費 

補 助 対 象

経     費

補 助 金 交 付 
申  請  額 備    考 

①評価・実証研究費     

②労務費     

③諸経費     

小計  ★   

④委託費     

⑤共同研究費     

⑥間接経費 （Ａ）と同額 （Ａ） （Ｂ）  

合計     

別紙９＜該当する場合のみ＞ 
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平成２５年度地域中小企業イノベーション創出補助事業提案にかかる 
参画確認書 

※応募者以外の研究体参加者は作成してください。１者につき１枚を作成してください。 
 

平成  年  月  日 

                   住 所  
                   団 体 の 名 称 

                   代表者役職・氏名       代表者印 
 

 
 
下記の地域中小企業イノベーション創出補助事業における提案に参画します。 

 
記 

１．応募者  

※（記載例） 

１．株式会社○○○ 

２．○○大学 

２．事業テーマ名 

※様式１平成２５年度地域中小企業イノベーション創出補助事業提案書において記載した 
事業テーマ名を記載してください。 
 

 
 
 
 

 

様式３ 
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提出書類チェックシート【提出用の封筒（角形２号）に貼付】 

テーマ名： 

 

 
チェ
ック
欄 

提出書類 
提出 
部数 

Ｃ Ｄ -
Ｒに保
存 

指定枚数等 ページ 

 

封
筒
に
同
封 

 
提出書類チェックシート 

（本シート） 

１部  
１枚 

 

 
e-Rad 応募基本情報をプリントアウ

トしたもの 
１部   

 

 提案書受付通知用はがき １通    

 ＣＤ－Ｒ １枚  １枚  

提 

案 

書
・
事
業
計
画
書 

 
様式１：提案書（全応募者について記

名・捺印済みのもの） 

正本１部 

副本８部 

 

○ 制限なし 

様式１～

別紙９ま

で通しペ

ージ番号

を付して

ください

 様式２：事業計画書 

○ 

 

 【区分１】基本的事項 制限なし  

 【区分２】研究内容について ５枚以内 

 【区分３】事業化について ５枚以内 

 
【区分４】地域経済への波及効果・産学連

携活動について 
３枚以内 

 別紙１事業化計画表  

○ 

 

制限なし 

 別紙２：事業概念図 １枚以内 

 別紙３：事業実施スケジュール １枚以内 

 別紙４：研究者一覧表  

 
別紙５：研究体参加者及びプロジェクトマ

ネージャーの概要 
 

 別紙６：配慮事項に係る説明書 
該当する場合の

み 

 別紙７：類似提案状況説明書 
該当する場合の

み 

 別紙８：経費明細書（平成２５年度分） 
応募者ごとに作

成 

 別紙９：経費明細書（平成２６年度分） 

該当する場合の

み（応募者ごと

に作成） 

 様式３：参画確認書  
応募者以外の研

究体参加者 

 

添
付
書
類 

 応募者の概要がわかるもの ２部  HP、パンフレッ

トの抜粋等で可 

 

 応募者の最新の決算報告書 ２部   

 その他補足資料 ９部  任意  

※様式２については、区分１～４毎に改ページして作成すること。 
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主分野・副分野一覧表 
様式１「主分野・副分野」欄に、下表の該当する分野のコード及び分野名を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コード 分野名 コード 分野名 

０１０１ 
０１０２ 
０１０３ 

０１０４ 
０１０５ 

 
０１０６ 

０１０７ 

ライフサイエンス（ゲノム） 
ライフサイエンス（医学・医療） 
ライフサイエンス（食料科学・技術） 

ライフサイエンス（脳科学） 
ライフサイエンス 

（バイオインフォマティックス） 
ライフサイエンス（環境・生態） 

ライフサイエンス（物質生産） 

０５０１
０５０２
０５０３

０５０４
 

０５０５
０５０６

エネルギー（化石燃料・加工燃料） 
エネルギー（原子力エネルギー） 
エネルギー（自然エネルギー） 

エネルギー 
（省エネルギー・エネルギー利用技術） 

エネルギー（環境に対する負荷の軽減） 
エネルギー（国際社会への協力と貢献） 

０５８９

０５９９

エネルギー（共通基礎研究） 

エネルギー（その他） ０１８９ 

０１９９ 

ライフサイエンス（共通基礎研究） 

ライフサイエンス（その他） ０６０１

０６０２
０６０３

 
０６０４

０６０５
０６０６

０６０７
０６０８

０６０９

製造技術（高精度技術） 

製造技術（精密部品加工） 
製造技術 

（高付加価値極限技術（マイクロマシン等））
製造技術（環境負荷最小化） 

製造技術（品質管理・製造現場安全確保） 
製造技術（先進的ものづくり） 

製造技術（医療・福祉機器） 
製造技術（アセンブリープロセス） 

製造技術（システム） 

０２０１ 

０２０２ 
０２０３ 

０２０４ 
０２０５ 

０２０６ 
０２０７ 

０２０８ 
０２０９ 

０２１０ 
０２１１ 
０２１２ 

０２１３ 

情報通信（高速ネットワーク） 

情報通信（セキュリティ） 
情報通信（サービス・アプリケーション） 

情報通信（家電ネットワーク） 
情報通信（高速コンピューティング） 

情報通信（シミュレーション） 
情報通信（大容量・高速記憶装置） 

情報通信（入出力） 
情報通信（認識・意味理解） 

情報通信（センサ） 
情報通信（ヒューマンインターフェイス評価）
情報通信（ソフトウエア） 

情報通信（デバイス） 

０６８９
０６９９

製造技術（共通基礎研究） 
製造技術（その他） 

０７０１

 
０７０２

０７０３
０７０４

０７０５
０７０６

社会基盤（異常自然現象発生メカニズムの研究

と予測技術） 
社会基盤（災害被害最小化応用技術研究） 

社会基盤（超高度防災支援システム） 
社会基盤（事故対策技術） 

社会基盤（社会基盤の劣化対策） 
社会基盤（有害危険・危惧物質等安全対策） 

０２８９ 

０２９９ 

情報通信（共通基礎研究） 

情報通信（その他） 

０３０１ 

０３０２ 
０３０３ 

０３０４ 
０３０５ 

環境（地球環境） 

環境（地域環境） 
環境（環境リスク） 

環境（循環型社会システム） 
環境（生物多様性） 

０７２１
 

０７２２
０７２３

０７２４
 

０７２５
０７２６

社会基盤 
（自然と共生した美しい生活空間の再構築） 

社会基盤（広域地域研究） 
社会基盤（水環境系健全化・総合水管理） 

社会基盤（新しい人と物の流れに対応する交通
システム） 

社会基盤（バリアフリー） 
社会基盤（ユニバーサルデザイン化） 

０３８９ 

０３９９ 

環境（共通基礎研究） 

環境（その他） 

０４０１ 
 

０４０２ 

 
０４０３ 

０４０４ 
０４０５ 

０４０６ 
０４０７ 

０４０８ 
０４０９ 

０４１０ 
０４１１ 

 
０４１２ 

ナノテク・材料 
（ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等））
ナノテク・材料 

（ナノ物質・材料（構造材料応用等）） 
ナノテク・材料（ナノ情報デバイス） 

ナノテク・材料（ナノ医療） 
ナノテク・材料（ナノバイオロジー） 

ナノテク・材料（エネルギー・環境応用） 
ナノテク・材料（表面・界面） 

ナノテク・材料（計測技術・標準） 
ナノテク・材料（加工・合成・プロセス） 

ナノテク・材料（基礎物性） 
ナノテク・材料 

（計算・理論・シミュレーション） 
ナノテク・材料（安全空間創成材料） 

０７８９

０７９９

社会基盤（共通基礎研究） 

社会基盤（その他） 

０８０１
０８０２

フロンティア（宇宙科学（天文を含む）） 
フロンティア（宇宙開発利用） 

０８２１

０８２２

フロンティア（海洋科学） 

フロンティア（海洋開発） 

０８８９
０８９９

フロンティア（共通基礎研究） 
フロンティア（その他） 

０９００ 人文・社会 

１０００ 自然科学一般 

９９９９ その他 

０４８９ 
０４９９ 

ナノテク・材料（共通基礎研究） 
ナノテク・材料（その他） 
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キーワード一覧表 
（提案書様式１「キーワード」欄に、下表の該当する分野のコード（３桁）及びキーワードを記載します。） 
 
 
コード キーワード コード キーワード 

００１ 

００２ 

００３ 

００４ 

００５ 

遺伝子 

ゲノム 

蛋白質 

糖 

脂質 

０５６

０５７

０５８

０５９

０６０

大規模ファイルシステム 

マルチモーダルインターフェース 

画像・文章・音声等認識 

多言語処理 

自動タブ付け 

００６ 

００７ 

００８ 

００９ 

０１０ 

核酸 

細胞・組織 

生体分子 

生体機能利用 

発生・分化 

０６１

０６２

０６３

０６４

０６５

バーチャルリアリティ 

エージェント 

スマートセンサ情報システム 

ソフトウエア開発効率化・安定化 

ディレクトリ・情報検索 

０１１ 

０１２ 

０１３ 

０１４ 

０１５ 

脳・神経 

動物 

植物 

微生物 

ウィルス 

０６６

０６７

０６８

０６９

０７０

コンテンツ・アーカイブ 

システムオンチップ 

デバイス設計・製造プロセス 

高密度実装 

先端機能デバイス 

０１６ 

０１７ 

０１８ 

０１９ 

０２０ 

行動学 

進化 

情報工学 

プロテオーム 

トランスレーショナルリサーチ 

０７１

０７２

０７３

０７４

低消費電力・高エネルギー密度 

ディスプレイ 

リモートセンシング 

モニタリング（リモートセンシング以外） 

０７５ 大気現象 

０２１ 

０２２

０２３

０２４

０２５ 

移植・再生医療 

医療・福祉 

再生医学 

食品 

農林水産物 

０７６

０７７

０７８

０７９

０８０

気候変動 

水圏現象 

土壌圏現象 

生物圏現象 

環境質定量化・予測 

０２６

０２７

０２８

０２９

０３０ 

組換え食品 

バイオテクノロジー 

痴呆 

癌 

糖尿病 

０８１

０８２

０８３

０８４

０８５

環境変動 

有害化学物質 

廃棄物処理 

廃棄物再資源化 

大気汚染防止・浄化 

０３１ 

０３２ 

０３３ 

０３４ 

０３５ 

循環器・高血圧 

アレルギー・ぜんそく 

感染症 

脳神経疾患 

老化 

０８６

０８７

０８８

０８９

０９０

水質汚濁・土壌汚染防止・浄化 

環境分析 

公害防止・対策 

生態系修復・整備 

環境調和型農林水産 

０３６ 

０３７ 

薬剤反応性 

バイオ関連機器 

０９１

０９２

０９３

環境調和型都市基盤整備・建築 

自然共生 

政策研究 ０３８ 

０３９ 

０４０ 

フォトニックネットワーク 

先端的通信 

有線アクセス 
０９４

０９５

磁気記録 

半導体超微細化 

０４１ 

０４２ 

０４３ 

０４４ 

０４５ 

インターネット高速化 

移動体通信 

衛星利用ネットワーク 

暗号・認証等 

セキュア・ネットワーク 

０９６

０９７

０９８

０９９

１００

超高速情報処理 

原子分子処理 

走査プローブ顕微鏡（STM、AFM、STS、SNOM、他）

量子ドット 

量子細線 

０４６ 

０４７ 

０４８ 

０４９ 

０５０ 

高信頼性ネットワーク 

著作権・コンテンツ保護 

ハイパフォーマンス・コンピューティング 

ディペンダブル・コンピューティング 

アルゴリズム 

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

量子井戸 

超格子 

分子機械 

ナノマシン 

トンネル現象 

０５１ 

０５２ 

０５３ 

０５４ 

０５５ 

モデル化 

可視化 

解析・評価 

記憶方式 

データストレージ 

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

量子コンピュータ 

DNA コンピュータ 

スピンエレクトロニクス 

強相関エレクトロニクス 

ナノチューブ・フラーレン 

 
 



 

58  

 
（キーワード一覧表 続き） 
 
コード キーワード コード キーワード コード キーワード 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

量子閉じ込め 

自己組織化 

分子認識 

少数電子素子 

高性能レーザー 

１６６

１６７

１６８

１６９

１７０

微細接続 

バーチャルリアリティ 

ヒューマンセンタード生産 

複数企業共同生産システム 

品質管理システム 

２２１

２２２

２２３

２２４

２２５

高度道路交通システム（ITS）

走行支援道路システム（AHS）

交通需要マネージメント 

バリアフリー 

ユニバーサルデザイン 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

超伝導材料・素子 

高効率太陽光発電材料・素子 

量子ビーム 

光スイッチ 

フォトニック結晶 

１７１ 低エントロピー化指向製造システ

ム 

２２６

２２７

２２８

輸送機器 

電子航法 

管制 １７２

１７３

１７４

１７５

地球変動予測 

地震 

火山 

津波 

２２９

２３０

ロケット 

人工衛星 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２５ 

微小共振器 

テラヘルツ／赤外材料・素子 

ナノコンタクト 

超分子化学 

MBE、エピタキシャル 

１７６

１７７

１７８

１７９

１８０

土砂災害 

集中豪雨 

高潮 

洪水 

火災 

２３１

２３２

２３３

２３４

２３５

再使用型輸送系 

宇宙インフラ 

宇宙環境利用 

衛星通信・放送 

衛星測位 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２９ 

１３０ 

１分子計測（SMD） 

光ピンセット 

（分子）モーター 

酵素反応 

共焦点顕微鏡 

１８１

１８２

１８３

１８４

１８５

自然災害 

自然現象観測・予測 

耐震 

制震 

免震 

２３６

２３７

２３８

２３９

２４０

国際宇宙ステーション（ISS）

地球観測 

惑星探査 

天文 

宇宙科学 

１３１ 

１３２ 

電子顕微鏡 

超薄膜 

１８６

１８７

１８８

１８９

１９０

防災 

防災ロボット 

減災 

復旧・復興 

救命 

２４１

２４２

２４３

２４４

２４５

上空利用 

海洋科学 

海洋開発 

海洋微生物 

海洋探査 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

エネルギー全般 

再生可能エネルギー 

原子力エネルギー 

１３６ 

１３７ 

１３８ 

１３９ 

１４０ 

太陽電池 

太陽光発電 

風力 

地熱 

廃熱利用 

１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

消防 

海上安全 

非常時通信 

危機管理 

リアルタイムマネージメント 

２４６

２４７

２４８

２４９

２５０

海洋利用 

海洋保全 

海洋資源 

深海環境 

海洋生態 

１４１ 

１４２ 

１４３ 

１４４ 

１４５ 

コージェネレーション 

メタンハイドレート 

バイオマス 

天然ガス 

省エネルギー 

１９６

１９７

１９８

１９９

２００

国土開発 

国土整備 

国土保全 

広域地域 

生活空間 

２５１

２５２

大陸棚 

極地 

２５３

２５４

２５５

哲学 

心理学 

社会学 

１４６ 

１４７ 

１４８ 

１４９ 

１５０ 

新エネルギー 

エネルギー効率化 

二酸化炭素排出削減 

地球温暖化ガス排出削減 

燃料電池 

２０１

２０２

２０３

２０４

２０５

都市整備 

過密都市 

水資源 

水循環 

流域圏 

２５６

２５７

２５８

２５９

２６０

教育学 

文化人類学 

史学 

文学 

法学 

１５１ 

１５２ 

１５３ 

１５４ 

水素 

電気自動車 

LNG 車 

ハイブリッド車 

２０６

２０７

２０８

２０９

２１０

水管理 

淡水製造 

渇水 

延命化 

長寿命化 

２６１ 経済学 

９９９ その他 

（任意のキーワードを記入）

 

１５５ 超精密計測 

１５６ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

１６０ 

光源技術 

精密研磨 

プラズマ加工 

マイクロマシン 

精密部品加工 

２１１

２１２

２１３

２１４

２１５

コスト縮減 

環境対応 

建設機械 

建設マネージメント 

国際協力 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

高速プロトタイピング 

超精密金型転写 

射出成形 

高速組立成形 

高速伝達回路設計 

２１６

２１７

２１８

２１９

２２０

国際貢献 

地理情報システム（GIS） 

交通事故 

物流 

次世代交通システム 

 
 

 


